
日医発第496号（保険）

令 和 ８ 年 ６ 月 11 日

都道府県医師会

社会保険担当理事 殿

日本医師会常任理事

  長 島 公 之 

（公印省略）

「柔道整復師の施術に係る療養費について」等の一部改正等について 

柔道整復師の施術に係る療養費につきましては、社会保障審議会医療保険部会柔道整復

療養費検討専門委員会において、療養費の改定や中長期的な議題が議論されているところ

であります。

今般、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準等の見直しが行われることとなり、令

和８年７月１日より適用することが示され、関連通知が発出されましたのでご連絡申し上

げます。（詳細につきましては添付資料をご参照ください。） 

［添付資料］

・「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について 

（令 8.6.1 保発 0601第 4号 厚生労働省保険局長）

・「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について 

（令 8.6.1 保発 0601第 5号 厚生労働省保険局長） 

・「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について（通知）」の一

部改正について 

（令 8.6.1 保医発 0601第 1号 厚生労働省保険局医療課長）

・「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について

（令 8.6.1 保医発 0601第 2号 厚生労働省保険局医療課長）

・「柔道整復師の施術に係る療養費について（通知）」の一部改正について

（令 8.6.1 保医発 0601第 3号 厚生労働省保険局医療課長）



 
保発 0601 第４号 

令和８年６月１日 

 
都 道 府 県 知 事 

殿 

地方厚生（支）局長  

 

 
厚 生 労 働 省 保 険 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について 

 
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」（昭和 33 年９月 30 日付け保発第 64 

号厚生省保険局長通知）について、その一部を別紙のとおり改正し、令和８年７月１

日施術分から適用することとしたので、貴管下の関係者に周知を図るとともに、円滑

に取り扱われるよう御配慮願いたい。 

  

写 
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「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」（昭和 33 年９月 30 日付け保発第 64 号） 

（傍線部分が改正部分） 

改 正 後 改 正 前 
 

柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準 

 

初検、往療及び再検  

１．初 検 料 

２．初検時相談支援料 

３．往 療 料 

４．再 検 料 

1,560 円 

100 円 

2,300 円 

420 円 

 

注１．～５．（略） 

 

注６．再検料の算定は、初回及び２回目の後療日に限る。 

 

不全骨折・脱臼 （略） 

 

打 撲 及 び 捻 挫 施 療 料 後 療 料 

１．打 撲 

２．捻 挫 

770 円 

770 円 550 円 

 

注１．・２．（略） 

 

備考１．後療において強直緩解等のため、温罨法を併施した場合又は施術効

果を促進するため、柔道整復の業務の範囲内において人の健康に危

害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合の電療料とし

て、骨折又は不全骨折の場合にあってはその受傷の日から起算して

７日間を除き、脱臼、打撲、不全脱臼又は捻挫の場合にあってはその

受傷の日から起算して５日間を除き、１回につきそれぞれ 80 円又は

46 円を加算する。 

 

 

柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準 

 

初検、往療及び再検  

１．初 検 料 

２．初検時相談支援料 

３．往 療 料 

４．再 検 料 

1,550 円 

100 円 

2,300 円 

410 円 

 

注１．～５．（略） 

 

注６．再検料の算定は、初回後療日に限る。 

 

不全骨折・脱臼 （略） 

 

打 撲 及 び 捻 挫 施 療 料 後 療 料 

１．打 撲 

２．捻 挫 

760 円 

760 円 505 円 

 

注１．・２．（略） 

 

備考１．後療において強直緩解等のため、温罨法を併施した場合又は施術効

果を促進するため、柔道整復の業務の範囲内において人の健康に危

害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合の電療料とし

て、骨折又は不全骨折の場合にあってはその受傷の日から起算して

７日間を除き、脱臼、打撲、不全脱臼又は捻挫の場合にあってはその

受傷の日から起算して５日間を除き、１回につきそれぞれ 75円又は

33円を加算する。 

 

（別紙） 
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備考２．冷罨法を併施した場合（骨折又は不全骨折の場合にあっては、その

受傷の日から起算して７日間に限り、脱臼の場合にあっては、その受

傷の日から起算して５日間に限り、打撲又は捻挫の場合にあっては、

受傷の日又はその翌日の初検の日に限るものとする。）は、１回につ

き 80円を加算する。 

 

備考３．施術部位が２部位以上の場合は、後療料、温罨法料、冷罨法料及び

電療料について、２部位目は所定料金の 100 分の 80 に相当する額に

より算定し、３部位目は所定料金の 100 分の 60に相当する額により

算定する。なお、４部位目以降に係る費用については、３部位目まで

の料金に含まれる。 

 

備考４．初検日（初検料を算定できない場合を含む。以下この項において同

じ。）を含む月から起算して５か月を超える月における施術（骨折又

は不全骨折に係るものを除く。）については、後療料、温罨法料、冷

罨法料及び電療料について所定料金（備考３.により算定されたもの

を含む。）の 100 分の 75に相当する額により算定する。 

    ただし、初検日を含む月以降の連続する５か月以上の期間におい

て１月につき 10 回以上の施術（骨折又は不全骨折に係るものを除

く。）を行っていた場合は、当該連続する５か月の翌月以降に行う施

術（骨折又は不全骨折に係るものを除く。）については、後療料、温

罨法料、冷罨法料及び電療料について、所定料金（備考３.により算

定されたものを含む。）の 100 分の 50 に相当する額により算定する。

この場合において、所定料金の 100 分の 50に相当する額と、所定料

金の 100 分の 75 に相当する額との差額の範囲内に限り、所定料金の

100 分の 50 に相当する額により算定した額を超える金額の支払いを

患者から受けることができる。 

 

 

備考５．初検日（初検料を算定できない場合を含む。）を含む月から起算し

て５か月を超えて、継続して３部位以上の施術（骨折又は不全骨折に

係るものを含む。）を行った場合は、備考３．及び備考４．による方

法に代えて、あらかじめ地方厚生（支）局長及び都道府県知事に届け

備考２．冷罨法を併施した場合（骨折又は不全骨折の場合にあっては、その

受傷の日から起算して７日間に限り、脱臼の場合にあっては、その受

傷の日から起算して５日間に限り、打撲又は捻挫の場合にあっては、

受傷の日又はその翌日の初検の日に限るものとする。）は、１回につ

き 85円を加算する。 

 

備考３．施術部位が３部位以上の場合は、後療料、温罨法料、冷罨法料及び

電療料について３部位目は所定料金の100分の 60に相当する額によ

り算定する。なお、４部位目以降に係る費用については、３部位目ま

での料金に含まれる。 

 

 

備考４．初検日を含む月（ただし、初検の日が月の 16日以降の場合にあっ

ては、当該月の翌月）から起算して５か月を超える月における施術

（骨折又は不全骨折に係るものを除く。）については、後療料、温罨

法料、冷罨法料及び電療料について所定料金（備考３.により算定さ

れたものを含む。）の 100 分の 75 に相当する額により算定する。 

    ただし、初検日を含む月（ただし、初検の日が月の 16日以降の場

合にあっては、当該月の翌月）以降の連続する５か月以上の期間にお

いて１月につき 10回以上の施術（骨折又は不全骨折に係るものを除

く。）を行っていた場合は、当該連続する５か月の翌月以降に行う施

術（骨折又は不全骨折に係るものを除く。）については、後療料、温

罨法料、冷罨法料及び電療料について、所定料金（備考３.により算

定されたものを含む。）の 100 分の 50 に相当する額により算定する。

この場合において、所定料金の 100 分の 50に相当する額と、所定料

金の 100 分の 75 に相当する額との差額の範囲内に限り、所定料金の

100 分の 50 に相当する額により算定した額を超える金額の支払いを

患者から受けることができる。 

 

備考５．初検日を含む月（ただし、初検の日が月の 16日以降の場合にあっ

ては、当該月の翌月）から起算して５か月を超えて、継続して３部位

以上の施術（骨折又は不全骨折に係るものを含む。）を行った場合は、

備考３．及び備考４．による方法に代えて、あらかじめ地方厚生（支）
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出た施術所において施術を行う柔道整復師に限り、施術部位数に関

係なく、後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料として、１回につき

1,200 円を算定する。この場合において、当該施術に要する費用の範

囲内に限り、前記料金を超える金額の支払いを患者から受けること

ができる。 

 

 

備考６．～８．（略） 

 

備考９．患者から一部負担金の支払いを受けるときは明細書を有償で交付

する施術所である旨をあらかじめ地方厚生（支）局長に届け出た施術

所以外の施術所において、明細書を無償で交付する旨を施術所内に

掲示し、明細書を無償で患者に交付した場合は、明細書発行加算とし

て 10円を算定する。 

 

局長及び都道府県知事に届け出た施術所において施術を行う柔道整

復師に限り、施術部位数に関係なく、後療料、温罨法料、冷罨法料及

び電療料として、１回につき 1,200 円を算定する。この場合におい

て、当該施術に要する費用の範囲内に限り、前記料金を超える金額の

支払いを患者から受けることができる。 

 

備考６．～８．（略） 

 

備考９．患者から一部負担金の支払いを受けるときは明細書を有償で交付

する施術所である旨をあらかじめ地方厚生（支）局長に届け出た施術

所以外の施術所において、明細書を無償で交付する旨を施術所内に

掲示し、明細書を無償で患者に交付した場合は、令和６年 10 月１日

以降の施術分から、明細書発行体制加算として、月１回に限り、10

円を算定する。 

 

 

 



 
保発 0601 第５号 

令和８年６月１日 

 
都 道 府 県 知 事  

殿  

地方厚生（支）局長 

 

 
厚 生 労 働 省 保 険 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について 

 
「柔道整復師の施術に係る療養費について」（平成 22 年５月 24 日付け保発 0524 第

２号厚生労働省保険局長通知）について、その一部を別紙のとおり改正し、令和８年

７月１日から適用することとしたので、貴管下の関係者に周知を図るとともに、円滑

に取り扱われるよう御配慮願いたい。 

ただし、改正前の別添１別紙の様式第５号及び様式第５号の２並びに別添２の様式

第５号及び様式第５号の２による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用

できることとする。

写 



 

1 

「柔道整復師の施術に係る療養費について」（平成 22 年５月 24 日付け保発 0524 第２号） 

 

○別添１別紙の一部を次の表のように改正する。 

（傍線部分が改正部分） 

改 正 後 改 正 前 
別紙 

 

第１章～第３章 （略） 

 

第４章 療養費の請求 

（申請書の作成） 

26 （略） 

 (1)～(6) （略） 

 (7) 正当な理由なく、請求を遅らせることは認められないものであるこ

と。 

27・28 （略） 

 

第５章～第８章 （略） 

 

第９章 患者ごとの償還払いへの変更 

（保険者等の行う通知・確認等） 

46 （略） 

(1) （略） 

(2) 保険者等は、以下に該当すると考えられる患者について、当該患

者及び当該患者に施術を行っている施術所の施術管理者に対し、丙

を通じて償還払い注意喚起通知（様式第９号及び第９号の２を標準と

する。）を送付すること。 

 

（削る） 

 

（削る） 

 

   ①～③ （略） 

④ 令和９年１月以降において、前月までの連続する 12 か月の間

に、通算して８月以上かつ９部位以上について施術を受けている

別紙 

 

第１章～第３章 （略）  

 

第４章 療養費の請求 

（申請書の作成） 

26 （略） 

 (1)～(6) （略） 

 （新設） 

 

27・28 （略） 

 

第５章～第８章 （略） 

 

第９章 患者ごとの償還払いへの変更 

（保険者等の行う通知・確認等） 

46 （略） 

(1) （略）  

(2) 保険者等は、以下に該当すると考えられる患者について、当該患

者及び当該患者に施術を行っている施術所の施術管理者に対して、
償還払い注意喚起通知（様式第９号及び第９号の２を標準とする。）

を送付すること。 

① 自己施術（柔道整復師による自身に対する施術）に係る療養費

の請求が行われた柔道整復師である患者 

② 自家施術（柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師に

よる関連施術所の開設者及び従業員に対する施術）を繰り返し受

けている患者 

③～⑤ （略） 

（新設） 

 

（別紙） 



 

2 

患者 

(3) 保険者等は、(2)①に該当する対象患者について、繰り返し照会し

ても回答が得られない場合には、償還払い注意喚起通知を送付し、併

せて当該患者に対し、照会に回答しない理由について文書の提出を求

めるとともに、電話又は面会により回答を求めること。(2)②、③又

は④のいずれかに該当する患者については、償還払い注意喚起通知を

送付した月の翌月以降に、同様の施術及び療養費の請求が行われ、な

お(2)②、③又は④のいずれかに該当すると考えられる場合は、事実

関係を確認するため、当該患者に対し、文書等により、施術内容、回

数、実際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の説明を求

めること。なお、(2)③又は④に該当する患者については、保険者等

は、文書だけによらず、電話又は面会により、当該患者に対し、施術

内容、回数、実際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の

説明を求めること。 

(4) 保険者等は、(3)の対象患者について、(3)の確認の結果、療養費

の適正な支給の観点から、その後の施術の必要性を個々に確認する必

要があると考えられる場合は、当該患者及び当該患者に施術を行って

いる施術所の施術管理者に対し、丙を通じて償還払い変更通知（様式

第 10 号及び第 10 号の２を標準とする。）を送付すること。また、保

険者等は、当該患者に対して、償還払い変更通知が到着した月の翌月

以降に施術を受ける場合は、償還払い変更通知を施術所に提示すると

ともに、施術所に施術料金を全額支払った上で、自身で保険者等に療

養費の請求を行うよう指導すること。なお、(2)①、③又は④のいず

れかに該当する患者については、保険者等は、償還払い変更通知の送

付だけによらず、電話又は面会により、当該患者に対し、償還払いに

変更となること、施術を受ける場合は施術所に償還払い変更通知を提

示すること等を説明すること。 

 

（削る） 

 

 

 

 

47～50 （略） 

 

（受領委任の取扱いの再開） 

 

(3) 保険者等は、(2)の対象患者について、償還払い注意喚起通知を送

付した月の翌月以降に、同様の施術及び療養費の請求が行われ、なお

(2)①から⑤までのいずれかに該当すると考えられる場合は、事実関

係を確認するため、当該患者に対し、文書等により、施術内容、回数、

実際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の説明を求める

こと。なお、(2)③及び⑤に該当する患者については、保険者等は、

文書だけによらず、電話又は面会により、当該患者に対し、照会に回

答しない理由（⑤に該当する患者は除く。）とともに、施術内容、回

数、実際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の説明を求

めること。 

 

 

 

(4) 保険者等は、(3)の対象患者について、(3)の確認の結果、状況が

改善されないなど、なお(2)①から④までのいずれかに該当し、療養

費の適正な支給の観点から、その後の施術の必要性を個々に確認する

必要があると考えられる場合は、当該患者及び当該患者に施術を行っ

ている施術所の施術管理者に対して、償還払い変更通知（様式第 10

号及び第 10 号の２を標準とする。）を送付すること。また、保険者等

は、当該患者に対して、償還払い変更通知が到着した月の翌月以降に

施術を受ける場合は、償還払い変更通知を施術所に提示するととも

に、施術所に施術料金を全額支払った上で、自身で保険者等に療養費

の請求を行うよう指導すること。なお、(2)③及び⑤に該当する患者

については、保険者等は、償還払い変更通知の送付だけによらず、電

話又は面会により、当該患者に対し、償還払いに変更となること、施

術を受ける場合は施術所に償還払い変更通知を提示すること等を説

明すること。 

(5) 保険者等は、(2)①に該当する患者については、(2)及び(3)の手続

きを経ることなく、当該患者及び当該患者に施術を行っている施術所

の施術管理者に対して、(4)の償還払い変更通知を送付することがで

きること。 

 

47～50 （略） 

 

（受領委任の取扱いの再開） 
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51 保険者等は、47 により償還払いに変更となった患者について、それぞ

れの状況に応じて定期的な確認を行い、受療状況や請求状況、患者照会へ

の回答状況が改善されるなど、療養費の適正な支給の観点から、その後の

施術の必要性を個々に確認する必要がないと考えられる場合は、当該患者

並びに 46(4)及び 50 により償還払いへの変更を通知した施術管理者に対

し、丙を通じて受領委任の取扱い再開通知（様式第 11号及び第 11 号の２

を標準とする。）を送付すること。また、保険者等は、当該患者に対して、

受領委任の取扱い再開通知に記載した受領委任の取扱いの再開月以降に

施術を受ける場合は、受領委任の取扱い再開通知を施術所に提示するよう

指導すること。 

 

第１０章 （略） 

 

 

51 保険者等は、47 により償還払いに変更となった患者について、それぞ

れの状況に応じて定期的な確認を行い、受療状況や請求状況が改善される

など、療養費の適正な支給の観点から、その後の施術の必要性を個々に確

認する必要がないと考えられる場合は、当該患者並びに 46(4)及び 50 に

より償還払いへの変更を通知した施術管理者に対して、受領委任の取扱い

再開通知（様式第 11号及び第 11 号の２を標準とする。）を送付すること。

また、保険者等は、当該患者に対して、受領委任の取扱い再開通知に記載

した受領委任の取扱いの再開月以降に施術を受ける場合は、受領委任の取

扱い再開通知を施術所に提示するよう指導すること。 

 

 

第１０章 （略） 
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（様式第１号）～（様式第４号）（略） 

 
   

（様式第１号）～（様式第４号）（略） 

 

 
   

 



 

5 
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（様式第６号）～（様式第８号）（略） 

 

 

（様式第６号）～（様式第８号）（略） 

  

 



 

7 

 

 
 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 
（様式第 11 号）・（様式第 11号の２）（略） 

 

 
（様式第 11 号）・（様式第 11号の２）（略） 



 

10 

○別添２の一部を次の表のように改正する。 

（傍線部分が改正部分） 

改 正 後 改 正 前 
受領委任の取扱規程 

 

第１章～第３章 （略） 

 

第４章 療養費の請求 

（申請書の作成） 

26 （略） 

 (1)～(6) （略） 

 (7) 正当な理由なく、請求を遅らせることは認められないものであるこ

と。 

27・28 （略） 

 

第５章～第８章 （略） 

 

第９章 患者ごとの償還払いへの変更 

（保険者等の行う通知・確認等） 

46 （略）  

(1) （略） 

(2) 保険者等は、以下に該当すると考えられる患者について、当該患者

及び当該患者に施術を行っている施術所の施術管理者に対して、償還

払い注意喚起通知（様式第９号及び第９号の２を標準とする。）を送付

すること。 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

①～③ （略） 

④ 令和９年１月以降において、前月までの連続する 12 か月の間

に、通算して８月以上かつ９部位以上について施術を受けている

患者 

(3) 保険者等は、(2)①に該当する対象患者について、繰り返し照会して

受領委任の取扱規程 

 

第１章～第３章 （略） 

 

第４章 療養費の請求 

（申請書の作成） 

26 （略） 

 (1)～(6) （略） 

 （新設） 

 

27・28 （略） 

 

第５章～第８章 （略） 

 

第９章 患者ごとの償還払いへの変更 

（保険者等の行う通知・確認等） 

46 （略）  

(1) （略） 

(2) 保険者等は、以下に該当すると考えられる患者について、当該患者

及び当該患者に施術を行っている施術所の施術管理者に対して、償還

払い注意喚起通知（様式第９号及び第９号の２を標準とする。）を送付

すること。 

① 自己施術（柔道整復師による自身に対する施術）に係る療養費

の請求が行われた柔道整復師である患者 

② 自家施術（柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師に

よる関連施術所の開設者及び従業員に対する施術）を繰り返し受

けている患者 

③～⑤ （略） 

 （新設） 

 

 

(3) 保険者等は、(2)の対象患者について、償還払い注意喚起通知を送付
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も回答が得られない場合には、償還払い注意喚起通知を送付し、併せ

て当該患者に対し、照会に回答しない理由について文書の提出を求め

るとともに、電話又は面会により回答を求めること。(2)②、③又は④

のいずれかに該当する患者については、償還払い注意喚起通知を送付

した月の翌月以降に、同様の施術及び療養費の請求が行われ、なお(2)

②、③又は④のいずれかに該当すると考えられる場合は、事実関係を

確認するため、当該患者に対し、文書等により、施術内容、回数、実

際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の説明を求めるこ

と。なお、(2)③又は④に該当する患者については、保険者等は、文書

だけによらず、電話又は面会により、当該患者に対し、施術内容、回

数、実際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の説明を求

めること。 

(4) 保険者等は、(3)の対象患者について、(3)の確認の結果、療養費の

適正な支給の観点から、その後の施術の必要性を個々に確認する必要

があると考えられる場合は、当該患者及び当該患者に施術を行ってい

る施術所の施術管理者に対して、償還払い変更通知（様式第 10号及び

第 10 号の２を標準とする。）を送付すること。また、保険者等は、当

該患者に対して、償還払い変更通知が到着した月の翌月以降に施術を

受ける場合は、償還払い変更通知を施術所に提示するとともに、施術

所に施術料金を全額支払った上で、自身で保険者等に療養費の請求を

行うよう指導すること。なお、(2)①、③又は④のいずれかに該当する

患者については、保険者等は、償還払い変更通知の送付だけによらず、

電話又は面会により、当該患者に対し、償還払いに変更となること、

施術を受ける場合は施術所に償還払い変更通知を提示すること等を説

明すること。 

 

（削る） 

 

 

 

47～50 （略） 

 

（受領委任の取扱いの再開） 

51 保険者等は、47 により償還払いに変更となった患者について、それぞ

れの状況に応じて定期的な確認を行い、受療状況や請求状況、患者照会へ

の回答状況が改善されるなど、療養費の適正な支給の観点から、その後の

した月の翌月以降に、同様の施術及び療養費の請求が行われ、なお(2)

①から⑤までのいずれかに該当すると考えられる場合は、事実関係を

確認するため、当該患者に対し、文書等により、施術内容、回数、実

際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の説明を求めるこ

と。なお、(2)③及び⑤に該当する患者については、保険者等は、文書

だけによらず、電話又は面会により、当該患者に対し、照会に回答し

ない理由（⑤に該当する患者は除く。）とともに、施術内容、回数、実

際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の説明を求めるこ

と。 

 

 

 

(4) 保険者等は、(3)の対象患者について、(3)の確認の結果、状況が改

善されないなど、なお(2)①から⑤までのいずれかに該当し、療養費の

適正な支給の観点から、その後の施術の必要性を個々に確認する必要

があると考えられる場合は、当該患者及び当該患者に施術を行ってい

る施術所の施術管理者に対して、償還払い変更通知（様式第 10号及び

第 10 号の２を標準とする。）を送付すること。また、保険者等は、当

該患者に対して、償還払い変更通知が到着した月の翌月以降に施術を

受ける場合は、償還払い変更通知を施術所に提示するとともに、施術

所に施術料金を全額支払った上で、自身で保険者等に療養費の請求を

行うよう指導すること。なお、(2)③及び⑤に該当する患者については、

保険者等は、償還払い変更通知の送付だけによらず、電話又は面会に

より、当該患者に対し、償還払いに変更となること、施術を受ける場

合は施術所に償還払い変更通知を提示すること等を説明すること。 

(5) 保険者等は、(2)①に該当する患者については、(2)及び(3)の手続

きを経ることなく、当該患者及び当該患者に施術を行っている施術所

の施術管理者に対して、(4)の償還払い変更通知を送付することができ

ること。 

 

47～50 （略） 

 

（受領委任の取扱いの再開） 

51 保険者等は、47 により償還払いに変更となった患者について、それぞ

れの状況に応じて定期的な確認を行い、受療状況や請求状況が改善される

など、療養費の適正な支給の観点から、その後の施術の必要性を個々に確
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施術の必要性を個々に確認する必要がないと考えられる場合は、当該患者

並びに 46(4)及び 50 により償還払いへの変更を通知した施術管理者に対

して、受領委任の取扱い再開通知（様式第 11号及び第 11 号の２を標準と

する。）を送付すること。また、保険者等は、当該患者に対して、受領委

任の取扱い再開通知に記載した受領委任の取扱いの再開月以降に施術を

受ける場合は、受領委任の取扱い再開通知を施術所に提示するよう指導す

ること。 

 

52・53 （略） 

 

第１０章 （略） 

 

認する必要がないと考えられる場合は、当該患者並びに 46(4)及び 50 に

より償還払いへの変更を通知した施術管理者に対して、受領委任の取扱い

再開通知（様式第 11号及び第 11 号の２を標準とする。）を送付すること。

また、保険者等は、当該患者に対して、受領委任の取扱い再開通知に記載

した受領委任の取扱いの再開月以降に施術を受ける場合は、受領委任の取

扱い再開通知を施術所に提示するよう指導すること。 

 

 

52・53 （略） 

 

第１０章 （略） 
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（様式第１号）～（様式第４号）（略） 
 

 
 

 

（様式第１号）～（様式第４号）（略） 

 

 
 

 

 



 

14 
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（様式第６号）～（様式第８号）（略） 

 
 

（様式第６号）～（様式第８号）（略） 

 
 



 

16 

 
 

 

 
 



 

17 

 
 

 

 
 

 



 

18 

 
 

（様式第 11 号）・（様式第 11号の２）（略） 

 
 
（様式第 11 号）・（様式第 11号の２）（略） 
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保医発 0601 第１号 

令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日 

 
地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）長      殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部）長 

 
厚生労働省保険局医療課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の 

留意事項等について（通知）」の一部改正について 

 
「「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について」（令和８

年６月１日付け保発0601第４号）が通知されたことに伴い、「柔道整復師の施術に

係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について（通知）」（平成９年４月17

日付け保険発第57号厚生省保険局医療課長通知）の一部を別紙のとおり改正し、令

和８年７月１日以降の施術分から適用することとしたので、貴管下の関係者に周知

を図るとともに、円滑に取り扱われるよう御配慮願いたい。 

なお、改正後の第２の１及び第４の３に係る取扱いについては、令和８年７月１

日以降に負傷の治癒又は施術の中止があった場合について適用する。 

 

写 
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○「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について（通知）」（平成９年４月 17 日付け保険発第 57 号） 

 

（傍線部分が改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

別紙 

柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項 

 

第１ 通則 

 １～12 （略） 

 13 自己施術（柔道整復師による自身に対する施術）は支給対象としな

いこと。 

 14 自家施術（柔道整復師による家族、関連施術所の開設者及び従業員

に対する施術）は支給対象としないこと。 

 

第２ 初検料及び初検時相談支援料 

１ 患者の負傷が治癒し、又は患者が任意に施術を中止した日の翌日か

ら起算して３月内に同一の施術所において施術（当初とは異なる負傷

又は部位に対するものを含む。）を行った場合の初検料は算定できない

こと。 

  また、５により初検料のみ算定した後、３月内に同一の施術所にお

いて施術を行った場合の初検料も算定できないこと。 

  なお、この場合において、３月の期間の計算は、例えば、２月 10

日〜５月９日、７月１日〜９月 30日、９月 15 日〜12月 14 日等と計

算する。 

２・３ （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

４ （略） 

 ５ 患者が異和を訴え施術を求めた場合で、初検の結果何ら負傷と認む

べき徴候のない場合は、初検料のみ算定できること。 

   ただし、この場合に当該初検料以外の療養費（はり師、きゅう師及

別紙 

柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項 

 

第１ 通則 

 １～12 （略） 

 （新設） 

 

 （新設） 

 

 

第２ 初検料及び初検時相談支援料 

１ 患者の負傷が治癒した後、同一月内に新たに発生した負傷に対し施

術を行った場合の初検料は算定できること。 

 

 

 

 

 

 

２・３ （略） 

４ 患者が任意に施術を中止し、１月以上経過した後、再び同一の施術

所において施術を受けた場合には、その施術が同一負傷に対するもの

であっても、当該施術は初検として取り扱うこと。 

なお、この場合の１月の期間の計算は暦月によること。すなわち、

２月 10 日〜３月９日、７月１日〜７月 31 日、９月 15日〜10 月 14 日

等であること。 

 

 ５ （略） 

 ６ 患者が異和を訴え施術を求めた場合で、初検の結果何ら負傷と認む

べき徴候のない場合は、初検料のみ算定できること。 

  

（別紙） 
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びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費を含む）は算定で

きないこと。また、療養費の支給対象外の施術に係る費用を患者に請

求することもできないこと。 

また、１により初検料が算定できない場合には、本規定による初検

料も算定できず、本規定により初検料のみを算定した後、３月内に同

一の施術所において同様に初検料のみを算定することもできないこ

と。 

 ６～８ （略） 

 

第３ （略） 

 

第４ 再検料 

１ 再検料は、初検料を算定する初検の日後初回及び２回目の後療の日

のみ算定できるものであり、３回目以降の後療においては算定できな

いこと。 

２ 医師から後療を依頼された患者、既に保険医療機関での受診又は他

の施術所での施術を受けた患者及び受傷後日数を経過して受療する患

者の場合は、初検料を算定した初検の日後初回及び２回目の後療の日

に算定できること。 

３ 第２の１に基づき初検料が算定できなかった場合において、負傷の

治癒又は施術の中止の日の翌日から起算して１月を経過した日以降の

施術については、連続する２回まで再検料が算定できること。 

なお、この場合において、１月の期間の計算は、例えば、２月 10 日

〜３月９日、７月１日〜７月 31 日、９月 15日〜10 月 14 日等と計算す

る。 

また、第２の６及び７の規定については、初回の再検について適用

できるものとするが、施術時間及び時間外等に施術を行うに至った経

緯を支給申請書の「摘要」欄に記載すること。 

 

第５ その他の施術料 

１・２ （略） 

３ 打撲・捻挫の部 

(1) 打撲・捻挫の施術が初検の日（第２の１により初検料が算定でき

ない場合の初回の施術日を含む。）から３月を超えて継続する場合

は、負傷部位、症状及び施術の継続が必要な理由を明らかにした別

紙様式１による長期施術継続理由書を支給申請書に添付すること。

 

 

 

 

 

 

 

７～９ （略） 

 

第３ （略） 

 

第４ 再検料 

１ 再検料は、初検料を算定する初検の日後最初の後療の日のみ算定で

きるものであり、２回目以降の後療においては算定できないこと。 

 

２ 医師から後療を依頼された患者、既に保険医療機関での受診又は他

の施術所での施術を受けた患者及び受傷後日数を経過して受療する患

者の場合は、初検料を算定した初検の日後最初の後療の日に算定でき

ること。 

（新設） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ その他の施術料 

１・２ （略） 

３ 打撲・捻挫の部 

(1) 打撲・捻挫の施術が初検の日から３月を超えて継続する場合は、

負傷部位、症状及び施術の継続が必要な理由を明らかにした別紙様

式１による長期施術継続理由書を支給申請書に添付すること。ただ

し、施術が３月を超えて継続する場合について、１月間の施術回数
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ただし、施術が３月を超えて継続する場合について、１月間の施術

回数の頻度が高い場合は、長期施術継続理由書に、負傷部位ごとに、

症状及び３月を超えて頻度の高い施術が必要な理由を記載するこ

と。 

なお、同様式を支給申請書の裏面に印刷及びスタンプ等により調

製し、又は、「摘要」欄に上記の理由等を記載して差し支えないこと。 

 (2)～(6) （略） 

４ その他の事項 

(1) （略） 

(2) 罨法料 

ア 骨折又は不全骨折の受傷の日から起算して８日以上を経過した

場合であっても、整復又は固定を行った初検の日（第２の１によ

り初検料が算定できない場合の初回の施術日を含む。以下、この

項において同じ。）は、温罨法料の加算は算定できないこと。ま

た、脱臼、打撲、不全脱臼又は捻挫の受傷の日より起算して６日

以上を経過して整復又は施療を行った初検の日についても算定で

きないこと。 

ただし、初検の日より後療のみを行う場合は算定して差し支え

ないこと。 

 イ （略） 

(3) 施術部位が２部位以上の場合の算定方法 

ア ２部位目の多部位逓減は捻挫及び打撲、３部位目の多部位逓減

は、骨折、不全骨折、脱臼、捻挫及び打撲の全てのものが対象と

なること。 

イ ２部位目及び３部位目の施術部位については、所定料金に逓減

率を乗じた額を算定し、４部位目以降の施術に係る後療料、温罨

法料、冷罨法料及び電療料については、３部位目までの料金に含

まれること。 

なお、多部位の負傷の施術中、特定の部位に係る負傷が先に治

癒し、施術部位数が減少した場合は、減少後の施術部位数に応じ

た逓減率を乗じた額を算定するものであること。 

ウ 逓減率が変更されるのは他の部位が治癒したことによる場合の

みであり、２部位以上の施術期間中、その日に１部位のみについ

て施術するような場合については逓減率は変更されないこと。 

エ・オ （略） 

(4)  長期・頻回の施術の場合の算定方法 

の頻度が高い場合は、長期施術継続理由書に、負傷部位ごとに、症

状及び３月を超えて頻度の高い施術が必要な理由を記載すること。 

なお、同様式を支給申請書の裏面に印刷及びスタンプ等により調

製し、又は、「摘要」欄に上記の理由等を記載して差し支えないこと。 

  

 

(2)～(6) （略） 

４ その他の事項 

(1) （略） 

(2)  罨法料 

ア 骨折又は不全骨折の受傷の日から起算して８日以上を経過した

場合であっても、整復又は固定を行った初検の日は、温罨法料の

加算は算定できないこと。また、脱臼、打撲、不全脱臼又は捻挫

の受傷の日より起算して６日以上を経過して整復又は施療を行っ

た初検の日についても算定できないこと。 

ただし、初検の日より後療のみを行う場合は算定して差し支え

ないこと。 

 

 

 イ （略） 

(3) 施術部位が３部位以上の場合の算定方法 

ア 多部位逓減は、骨折、不全骨折、脱臼、捻挫及び打撲の全ての

ものが対象となること。 

 

イ ３部位目の施術部位については、所定料金に逓減率を乗じた額

を算定し、４部位目以降の施術に係る後療料、温罨法料、冷罨法

料及び電療料については、３部位目までの料金に含まれること。 

 

なお、多部位の負傷の施術中、特定の部位に係る負傷が先に治

癒し、施術部位数が減少した場合は、減少後の施術部位数に応じ

た逓減率を乗じた額を算定するものであること。 

ウ 逓減率が変更されるのは他の部位が治癒したことによる場合の

みであり、３部位以上の施術期間中、その日に２部位のみについ

て施術するような場合については逓減率は変更されないこと。 

エ・オ （略） 

(4)  長期・頻回の施術の場合の算定方法 
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ア 長期に係る減額措置及び長期・頻回に係る減額措置について

は、各部位ごとにその初検日（第２の１により初検料が算定でき

ない場合の初回の施術日を含む。）を含む月から起算するものとす

ること。 

   イ～カ （略） 

  (5)～(7) （略） 

  (8) 施術情報提供料 

ア 施術情報提供料は、骨折、不全骨折又は脱臼に係る柔道整復師

の応急施術を受けた患者について、保険医療機関での診察が必要

と認められる場合において、当該患者が、柔道整復師の紹介に基

づき、実際に保険医療機関に受診した場合に、紹介状の年月日が

初検日（第２の１により初検料が算定できない場合の初回の施術

日を含む。）と同一日である場合に限り算定できるものであるこ

と。 

イ～キ （略） 

(9) 明細書発行加算 

ア 明細書発行加算は、患者から一部負担金の支払いを受けるとき

は明細書を有償で交付する施術所である旨をあらかじめ地方厚生

（支）局長に届け出た施術所以外の施術所において、明細書を無

償で交付する旨を施術所内に掲示し、一部負担金の計算の基礎と

なった項目ごとに記載した明細書を無償で患者に交付した場合

に、令和６年 10 月１日以降の施術分から、算定できるものである

こと。 

イ 明細書発行加算は、明細書を交付するたびに算定できること。

なお、患者の求めに応じて明細書を１ヶ月単位で交付する場合

は、一部負担金の支払いを受けた当該月又は翌月に明細書を交付

することになるが、ある月に複数月分の明細書を１ヶ月単位で交

付した場合であっても、明細書発行加算は同月内においては１回

のみの算定に限ること。 

ウ 「柔道整復師の施術に係る療養費について（平成 22 年５月 24

日付け保発 0524 第２号）」別添１別紙の 20又は別添２の 20にお

いて明細書の無償交付が義務化されている施術所以外の施術所

（以下「明細書交付義務化対象外施術所」という。）であって、明

細書を有償で交付する施術所は、速やかに、レセプトコンピュー

タ設置の有無及び当該レセプトコンピュータの明細書交付機能の

有無並びに明細書を有償で交付する施術所である旨等について、

ア 長期に係る減額措置及び長期・頻回に係る減額措置について

は、各部位ごとにその初検日を含む月（ただし、初検の日が月の

16 日以降の場合にあっては当該月の翌月）から起算するものとす

ること。 

   イ～カ （略） 

  (5)～(7) （略） 

  (8) 施術情報提供料 

ア 施術情報提供料は、骨折、不全骨折又は脱臼に係る柔道整復師

の応急施術を受けた患者について、保険医療機関での診察が必要

と認められる場合において、当該患者が、柔道整復師の紹介に基

づき、実際に保険医療機関に受診した場合に、紹介状の年月日が

初検日と同一日である場合に限り算定できるものであること。 

 

 

イ～キ （略） 

(9) 明細書発行体制加算 

ア 明細書発行体制加算は、患者から一部負担金の支払いを受ける

ときは明細書を有償で交付する施術所である旨をあらかじめ地方

厚生（支）局長に届け出た施術所以外の施術所において、明細書

を無償で交付する旨を施術所内に掲示し、一部負担金の計算の基

礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で患者に交付した場

合に、令和６年 10月１日以降の施術分から、算定できるものであ

ること。 

イ 明細書発行体制加算は、同月内においては１回のみ算定できる

こと。なお、患者の求めに応じて明細書を１ヶ月単位で交付する

場合は、一部負担金の支払いを受けた当該月又は翌月に明細書を

交付することになるが、ある月に複数月分の明細書を１ヶ月単位

で交付した場合であっても、明細書発行体制加算は同月内におい

ては１回のみの算定に限ること。 

ウ 「柔道整復師の施術に係る療養費について（平成 22 年５月 24

日付け保発 0524 第２号）」別添１別紙の 20又は別添２の 20にお

いて明細書の無償交付が義務化されている施術所以外の施術所

（以下「明細書交付義務化対象外施術所」という。）であって、明

細書を有償で交付する施術所は、速やかに、レセプトコンピュー

タ設置の有無及び当該レセプトコンピュータの明細書交付機能の

有無並びに明細書を有償で交付する施術所である旨等について、
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別紙様式３の１Ⅱ（明細書有償交付の実施に関する届出）により

施術所の所在地の地方厚生（支）局長に届け出ること。 

なお、当該届出を行った明細書交付義務化対象外施術所が、患者

から一部負担金の支払いを受けるときに明細書の無償交付を開始

するときは、明細書発行加算を算定する月の前月末日までに、そ

の旨を別紙様式３の１Ⅲ（明細書無償交付の実施（変更）等に関

する届出）により施術所の所在地の地方厚生（支）局長に届け出

ること。 

エ （略） 

 

第６～第８ （略） 

 

別紙様式１・２ （略） 

 

別添  

施術録の記載・整備事項 

 

１ 施術録の記載項目 

 (1) 受給資格の確認 

ア 保険等の種類 

①健康保険（協・組・日）  ②船員保険  ③共済組合 

④後期高齢  ⑤その他 

   

イ～オ （略） 

(2)～(9) （略） 

 (10) 施術明細 

 ① （略） 

 ② 再検料、往療料、後療料、罨法料、電療料、明細書発行加算、包帯

交換、その他 

 ③～⑤ （略） 

 (11)・(12) （略） 

２ （略） 

 

 

 

 

別紙様式３の１Ⅱ（明細書有償交付の実施に関する届出）により

施術所の所在地の地方厚生（支）局長に届け出ること。 

なお、当該届出を行った明細書交付義務化対象外施術所が、患

者から一部負担金の支払いを受けるときに明細書の無償交付を開

始するときは、明細書発行体制加算を算定する月の前月末日まで

に、その旨を別紙様式３の１Ⅲ（明細書無償交付の実施（変更）

等に関する届出）により施術所の所在地の地方厚生（支）局長に

届け出ること。 

エ （略） 

 

第６～第８ （略） 

 

別紙様式１・２ （略） 

 

別添  

施術録の記載・整備事項 

 

１ 施術録の記載項目 

 (1) 受給資格の確認 

ア 保険等の種類 

①健康保険（協・組・日）  ②船員保険  ③国民健康保険

（退）  

④共済組合  ⑤後期高齢  ⑥その他 

  イ～オ （略） 

(2)～(9) （略） 

 (10) 施術明細 

 ① （略） 

 ② 再検料、往療料、後療料、罨法料、電療料、明細書発行体制加算、

包帯交換、その他 

 ③～⑤ （略） 

 (11)・(12) （略） 

２ （略） 
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（様式参考例） 

 
 

（様式参考例） 
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保医発 0601 第２号 

令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日  

 
地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）長      殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部）長 

 
厚生労働省保険局医療課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について 

 
「「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について」（令和８年

６月１日付け保発0601第４号）が通知されたことに伴い、柔道整復施術療養費支給

申請書の取扱いについて、「柔道整復師の施術に係る療養費について」（平成11年

10月20日付け保険発第138号厚生省保険局医療課長通知）の一部を別紙のとおり改正

し、令和８年７月１日施術分から適用することとしたので、貴管下の関係者に周知

を図るとともに、円滑に取り扱われるよう御配慮願いたい。 

ただし、改正前の別紙別添の様式による用紙については、当分の間、これを取り

繕って使用できることとする。

写 
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○別紙を次の表のように改正する。 

（傍線部分が改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

別紙 

 

柔道整復施術療養費支給申請書の記載要領（参考例） 

 

第１ 一般的事項 

１ （略） 

２ 柔道整復施術療養費支給申請書(以下「申請書」という。)の用紙の大

きさは A列 4番とし、白色紙黒色刷りとすること。 

３ 申請書に記載した数字等の訂正を行うときは、修正液を使用すること

なく、誤って記載した数字等を＝線で抹消の上、正しい数字等を記載する

こと。 

なお、申請書の記載に当たっては、黒色のインク又は消すことができ

ないボールペン等を使用すること。 

 

第２ 記載上の留意事項 

１ 保険者番号等の欄 

(１)～(３) （略） 

 (４) 「保険種別」欄について 

該当する保険種別を〇で囲むこと。 

  １．協・・・全国健康保険協会管掌健康保険 

  ２．組・・・組合管掌健康保険 

    ３．共・・・共済組合（国家公務員共済組合、地方公務員等共済組

合 等） 

  ４．国・・・国民健康保険 

  ６．後期・・後期高齢者医療 

 

(５)～(10) （略） 

２ 施術の内容欄 

(１)・(２)（略） 

(３) 「負傷名」欄について 

 ① （略） 

 ② 負傷名の記載の順序については、負傷年月日順(施術録の記載

別紙 

 

柔道整復施術療養費支給申請書の記載要領（参考例） 

 

第１ 一般的事項 

１ （略） 

２ 柔道整復施術療養費支給申請書(以下「申請書」という。)の用紙の大き

さは A列 4番とすること。 

３ 申請書に記載した数字等の訂正を行うときは、修正液を使用すること

なく、誤って記載した数字等を＝線で抹消の上、正しい数字等を記載する

こと。 

なお、申請書の記載に当たっては、黒若しくは青色のインク又は消すこ

とができないボールペン等を使用すること。 

 

第２ 記載上の留意事項 

１ 保険者番号等の欄 

(１)～(３) （略） 

 (４) 「保険種別」欄について 

該当する保険種別を〇で囲むこと。 

  １．協・・・全国健康保険協会管掌健康保険 

  ２．組・・・組合管掌健康保険 

    ３．共・・・共済組合（国家公務員共済組合、地方公務員等共済組 

合 等） 

  ４．国・・・国民健康保険 

  ５．退・・・退職者医療（国民健康保険法による退職者医療） 

    ６．後期・・後期高齢者医療 

(５)～(10) （略） 

２ 施術の内容欄 

(１)・(２) （略） 

(３) 「負傷名」欄について 

 ① （略） 

 ② 負傷名の記載の順序については、負傷年月日順(施術録の記載

（別紙） 
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順)を原則とするが、逓減率を勘案して、骨折、不全骨折及び脱臼に

ついては初検時において優先して記入すること。なお、初検時の負

傷名の順序は、以後変更できないこと。 

(４)～(８) （略） 

(９) 「継続月数」欄について 

  初検日を含む月以降の連続する期間において１月につき 10回以上

の施術（骨折又は不全骨折に係るものを除く。）を行っていた継続月

数（初回月は「１」を記載。）を記載すること。 

  なお、当該継続月数が五ヶ月を超えている施術（六ヶ月目）につ

いては、継続月数は「６」と記載し、以降、１月あたりの施術回数

が 10回未満の場合であっても、当該負傷部位が治癒・中止・転医す

る月まで、引き続き、継続月数を記載すること。 

 

(10)～(11) （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

(12)～(14) （略） 

(15) 「再検料」欄について 

  再検料を記載すること。患者の負傷の治癒又は施術の中止の日の翌

日から起算して１月を経過した日以降の施術として再検料を算定す

る場合であって、初回の再検について休日、深夜又は時間外加算を算

定する場合は、「初検料」欄の該当する文字を○で囲んで加算額を記

載すること。また、施術時間及び休日、深夜又は時間外に施術を行う

に至った経緯を「摘要」欄に記載すること。 

(16)～(18) （略） 

(19) 「明細書発行加算」欄には、金額を記載すること。 

 

 

(20) 「整復料・固定料・施療料」欄、「逓減％」欄、「逓減開始月日」

欄、「後療料」欄、「冷罨法料」欄、「温罨法料」欄、「電療料」欄、

左側の「計」欄、「多部位」欄、中央の「計」欄、「長期」欄、「頻

回」欄及び右側の「計」欄について 

順)を原則とするが、逓減率を勘案して、骨折、不全骨折及び脱臼に

ついては初検時のみ優先して記入して差し支えないこと。なお、初

検時の負傷名の順序は、以後変更できないこと。 

(４)～(８) （略） 

(９) 「継続月数」欄について 

  初検日を含む月（ただし、初検の日が月の 16日以降の場合にあっ

ては、当該月の翌月）以降の連続する期間において１月につき 10 回

以上の施術（骨折又は不全骨折に係るものを除く。）を行っていた継

続月数（初回月は「１」を記載。）を記載すること。 

  なお、当該継続月数が五ヶ月を超えている施術（六ヶ月目）につ

いては、継続月数は「６」と記載し、以降、１月あたりの施術回数

が 10回未満の場合であっても、当該負傷部位が治癒・中止・転医す

る月まで、引き続き、継続月数を記載すること。 

(10)～(11) （略） 

(12) 「請求区分」欄について 

当該患者に係る申請書を初めて提出する場合(初検料を算定する場

合)は「新規」、第二回目以降の申請書を提出する場合は「継続」を〇

で囲むこと。 

患者の負傷が治癒した後、同一月内に新たに発生した負傷に対し施

術を行った場合は、「新規」と「継続」の両方を〇で囲むこと 

(13)～(15) （略） 

(16) 「再検料」欄には、金額を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

(17)～(19) （略） 

(20) 「明細書発行体制加算」欄には、金額を記載すること。 

また、「摘要」欄に明細書発行体制加算の算定となる日を記載する

こと。 

(21) 「整復料・固定料・施療料」欄、「逓減開始月日」欄、「後療料」

欄、「冷罨法料」欄、「温罨法料」欄、「電療料」欄、左側の「計」欄、

中央の「計」欄、「長期」欄、「頻回」欄及び右側の「計」欄につい

て 
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 ① 施術部位数が二部位以上の場合の二部位目の部分については逓

減率 80%の欄に、三部位目以上の部分については、「部位」、「逓減％」

及び「多部位」の欄に該当する数字を記載した上で、当該欄に記載

すること。 

一部の部位に係る負傷が先に治癒したことにより逓減率が変更

となった場合は、変更後の逓減率に応じて当該欄（「部位」、「逓減％」

及び「多部位」の欄に適宜記載すること）に記載するとともに、当

該月日を「逓減開始月日」欄に記載すること。逓減率が複数回変更

となるなどして当該欄のみで記載しきれない場合は「摘要」欄に記

載すること。 

また、六部位以降の負傷名については、「摘要」欄に記載し、六部

位以降の当該施術に係る整復料、固定料及び施療料については、「整

復料・固定料・施療料」欄の「(5)」の項に六部位以降を含めた合計

金額を記載し、「摘要」欄にその旨を記載すること。 

 ②～⑩ （略） 

(21)～(23) （略） 

 

３～６（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別添） 

 ① 施術部位数が三部位以上の場合の三部位目の部分については、逓

減率 60%の欄に記載すること。 

 

 

一部の部位に係る負傷が先に治癒したことにより逓減率が変更

となった場合は、変更後の逓減率に応じた所定欄に記載するととも

に、当該月日を「逓減開始月日」欄に記載すること。 

 

 

 

また、６部位以降の負傷名については、「摘要」欄に記載し、６部

位以降の当該施術に係る整復料、固定料及び施療料については、「整

復料・固定料・施療料」欄の「(5)」の項に６部位以降を含めた合計

金額を記載し、「摘要」欄にその旨を記載すること。 

 ②～⑩ （略） 

(22)～(24) （略） 

 

３～６（略） 
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（別添） 
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保医発 0601 第３号 

令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日 

 
地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）長      殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部）長 

 
厚生労働省保険局医療課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 
「柔道整復師の施術に係る療養費について（通知）」の一部改正について 

 
「「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について」（令和８

年６月１日付け保発0601第４号）が通知され、明細書発行加算の取扱いが変更され

たところであるが、これらの取扱いについて、「柔道整復師の施術に係る療養費に

ついて（通知）」（平成22年５月24日付け保医発0524第３号厚生労働省保険局医療

課長通知）の一部を別紙のとおり改正し、令和８年７月１日施術分から適用するこ

ととしたので、貴管下の関係者に周知を図るとともに、円滑に取り扱われるよう御

配慮願いたい。

 

写 
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○「柔道整復師の施術に係る療養費について（通知）」（平成 22 年５月 24 日付け保医発 0524 第３号） 

 

（傍線部分が改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

１ 柔道整復施術療養費支給申請書への記載について 

（１）３部位以上の請求に係る負傷の原因について 

本年９月１日以降の施術分から、施術部位が３部位以上の柔道整復

施術療養費支給申請書（以下「申請書」という。）において、３部位目

を所定料金の100分の60に相当する金額により算定することとなる場

合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷

の原因」欄に記載することとしたこと。 

（２）・（３） （略） 

２ 領収証及び明細書の交付について 

（１） （略） 

（２）明細書の交付について 

① 明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置し

ている施術所 

ア （略） 

イ 明細書の記載内容、交付頻度、様式 

明細書については、一部負担金等の費用の算定の基礎となった項

目ごとに明細が記載されているものとし、具体的には、療養費の算

定項目が分かるものであること。また、負傷名（部位及び負傷）又

は施術部位が分かるものであること。 

さらに、明細書は、患者から一部負担金等の費用の支払いを受け

るごとに交付することが原則であること。ただし、患者の求めがあ

ることを文書により明示的に確認した場合は、これに応じて１ヶ月

単位でまとめて交付することも差し支えないこととし、この場合

は、施術日ごとの明細が記載されている明細書（施術日ごとの療養

費の算定項目が分かるもの）である必要があること。 

なお、明細書の様式は、一部負担金等の費用の支払いを受けるご

とに交付する場合は別紙様式２又は別紙様式３を標準とし、患者の

求めに応じて１ヶ月単位でまとめて交付する場合は別紙様式４を

標準とするものである。また、患者の求めにより明細書を 1ヶ月単

位でまとめて交付することの確認は、別紙様式５により行うこと。

この場合において、当該様式を画面上に表示し、患者に当該画面上

１ 柔道整復施術療養費支給申請書への記載について 

（１）３部位以上の請求に係る負傷の原因について 

本年９月１日以降の施術分から、施術部位が３部位以上の柔道整復

施術療養費支給申請書（以下「申請書」という。）において、３部位目

を所定料金の 100 分の 70 に相当する金額により算定することとなる

場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負

傷の原因」欄に記載することとしたこと。 

（２）・（３） （略） 

２ 領収証及び明細書の交付について 

（１） （略） 

（２）明細書の交付について 

① 明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置し

ている施術所 

ア （略） 

イ 明細書の記載内容、交付頻度、様式 

明細書については、一部負担金等の費用の算定の基礎となった項

目ごとに明細が記載されているものとし、具体的には、療養費の算

定項目が分かるものであること。 

また、明細書は、患者から一部負担金等の費用の支払いを受ける

ごとに交付することが原則であること。ただし、患者の求めに応じ

て１ヶ月単位でまとめて交付することも差し支えないこととし、こ

の場合は、施術日ごとの明細が記載されている明細書（施術日ごと

の療養費の算定項目が分かるもの）である必要があること。 

 

なお、明細書の様式は、一部負担金等の費用の支払いを受けるご

とに交付する場合は別紙様式２又は別紙様式３を標準とし、患者の

求めに応じて１ヶ月単位でまとめて交付する場合は別紙様式４を

標準とするものである。 

 

 

 

（別紙） 
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において署名を求めた上で、電磁的記録により保存することも差し

支えないこととする。 

このほか、療養費の支給申請書の様式を活用し、明細書としての

発行年月日等の必要な情報を付した上で交付した場合、レセプトコ

ンピュータを使用せず、明細書をレジスターで印刷して、明細書と

して必要な情報を手書きで記入した上で交付した場合、明細書の様

式をあらかじめ印刷しておき、金額等を手書きで記入した上で交付

した場合、明細書の様式をパソコン等であらかじめ作成しておき、

金額等を入力して印刷した上で交付した場合にも、明細書が交付さ

れたものとして取り扱うものとする。 

ウ 施術所内の掲示 

患者への周知やプライバシーへの配慮の観点から、明細書を交付

する旨を施術所内に掲示する等により明示するとともに、会計窓口

に「明細書は、施術内容に関する情報が記載されるものです。明細

書の発行を希望されない方は、会計窓口までお申し出ください。」

と掲示すること等を通じて、患者の意向を的確に確認できるように

すること。施術所内の掲示は別紙様式６を参考とすること。 

 

② ①に該当しないが、施術所の判断により、一部負担金等の費用の支

払いを受けるときは、明細書を無償で交付することとする施術所 

ア （略） 

イ 明細書の記載内容、交付頻度、様式 

明細書については、一部負担金等の費用の算定の基礎となった項

目ごとに明細が記載されているものとし、具体的には、療養費の算

定項目が分かるものであること。また、負傷名（部位及び負傷）又

は施術部位が分かるものであること。 

さらに、明細書は、患者から一部負担金等の費用の支払いを受け

るごとに交付することが原則であること。ただし、患者の求めがあ

ることを文書により明示的に確認した場合は、これに応じて１ヶ月

単位でまとめて交付することも差し支えないこととし、この場合

は、施術日ごとの明細が記載されている明細書（施術日ごとの療養

費の算定項目が分かるもの）である必要があること。 

なお、明細書の様式は、一部負担金等の費用の支払いを受けるご

とに交付する場合は別紙様式２又は別紙様式３を標準とし、患者の

求めに応じて１ヶ月単位でまとめて交付する場合は別紙様式４を

標準とするものである。また、患者の求めにより明細書を 1ヶ月単

 

 

このほか、療養費の支給申請書の様式を活用し、明細書としての

発行年月日等の必要な情報を付した上で交付した場合、レセプトコ

ンピュータを使用せず、明細書をレジスターで印刷して、明細書と

して必要な情報を手書きで記入した上で交付した場合、明細書の様

式をあらかじめ印刷しておき、金額等を手書きで記入した上で交付

した場合、明細書の様式をパソコン等であらかじめ作成しておき、

金額等を入力して印刷した上で交付した場合にも、明細書が交付さ

れたものとして取り扱うものとする。 

ウ 施術所内の掲示 

患者への周知やプライバシーへの配慮の観点から、明細書を交付

する旨を施術所内に掲示する等により明示するとともに、会計窓口

に「明細書は、施術内容に関する情報が記載されるものです。明細

書の発行を希望されない方は、会計窓口までお申し出ください。」

と掲示すること等を通じて、患者の意向を的確に確認できるように

すること。施術所内の掲示は別紙様式５を参考とすること。 

 

② ①に該当しないが、施術所の判断により、一部負担金等の費用の

支払いを受けるときは、明細書を無償で交付することとする施術所 

ア （略） 

イ 明細書の記載内容、交付頻度、様式  

明細書については、一部負担金等の費用の算定の基礎となった

項目ごとに明細が記載されているものとし、具体的には、療養費の

算定項目が分かるものであること。 

また、明細書は、患者から一部負担金等の費用の支払いを受ける

ごとに交付することが原則であること。ただし、患者の求めに応じ

て１ヶ月単位でまとめて交付することも差し支えないこととし、

この場合は、施術日ごとの明細が記載されている明細書（施術日ご

との療養費の算定項目が分かるもの）である必要があること。 

 

なお、明細書の様式は、一部負担金等の費用の支払いを受けるご

とに交付する場合は別紙様式２又は別紙様式３を標準とし、患者

の求めに応じて１ヶ月単位でまとめて交付する場合は別紙様式４

を標準とするものである。 
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位でまとめて交付することの確認は、別紙様式５により行うこと。

この場合において、当該様式を画面上に表示し、患者に当該画面上

において署名を求めた上で、電磁的記録により保存することも差し

支えないこととする。 

このほか、療養費の支給申請書の様式を活用し、明細書としての

発行年月日等の必要な情報を付した上で交付した場合、レセプトコ

ンピュータを使用せず、明細書をレジスターで印刷して、明細書と

して必要な情報を手書きで記入した上で交付した場合、明細書の様

式をあらかじめ印刷しておき、金額等を手書きで記入した上で交付

した場合、明細書の様式をパソコン等であらかじめ作成しておき、

金額等を入力して印刷した上で交付した場合にも、明細書が交付さ

れたものとして取り扱うものとする。 

ウ 施術所内の掲示 

患者への周知やプライバシーへの配慮の観点から、明細書を交付

する旨を施術所内に掲示する等により明示するとともに、会計窓口

に「明細書は、施術内容に関する情報が記載されるものです。明細

書の発行を希望されない方は、会計窓口までお申し出ください。」と

掲示すること等を通じて、患者の意向を的確に確認できるようにす

ること。施術所内の掲示は別紙様式６を参考とすること。 

エ・オ （略） 

 

③ ①及び②に該当しない施術所 

ア 明細書の交付 

①及び②に該当しない施術所においては、患者から明細書の発行

を求められた場合には、明細書を交付すること。 

明細書の交付の際の費用について、仮に費用を徴収する場合にあ

っても、実費相当とするなど、社会的に妥当適切な範囲とすること

が適当であり、あらかじめ明細書の発行費用について患者に説明

し、同意を得た上で徴収すること。 

イ 明細書の記載内容、交付頻度、様式 

明細書については、一部負担金等の費用の算定の基礎となった項

目ごとに明細が記載されているものとし、具体的には、療養費の算

定項目が分かるものであること。 

また、明細書は、患者から一部負担金等の費用の支払いを受ける

ごとに交付することが原則であること。ただし、患者の求めがある

ことを文書により明示的に確認した場合は、これに応じて１ヶ月単

 

 

 

 

このほか、療養費の支給申請書の様式を活用し、明細書としての

発行年月日等の必要な情報を付した上で交付した場合、レセプト

コンピュータを使用せず、明細書をレジスターで印刷して、明細書

として必要な情報を手書きで記入した上で交付した場合、明細書

の様式をあらかじめ印刷しておき、金額等を手書きで記入した上

で交付した場合、明細書の様式をパソコン等であらかじめ作成し

ておき、金額等を入力して印刷した上で交付した場合にも、明細書

が交付されたものとして取り扱うものとする。 

ウ 施術所内の掲示 

患者への周知やプライバシーへの配慮の観点から、明細書を交

付する旨を施術所内に掲示する等により明示するとともに、会計窓

口に「明細書は、施術内容に関する情報が記載されるものです。明

細書の発行を希望されない方は、会計窓口までお申し出ください。」

と掲示すること等を通じて、患者の意向を的確に確認できるように

すること。施術所内の掲示は別紙様式５を参考とすること。 

エ・オ （略） 

 

③ ①及び②に該当しない施術所 

ア 明細書の交付 

①及び②に該当しない施術所においては、患者から明細書の発

行を求められた場合には、明細書を交付すること。 

明細書の交付の際の費用について、仮に費用を徴収する場合に

あっても、実費相当とするなど、社会的に妥当適切な範囲とするこ

とが適当であり、実質的に明細書の入手の妨げとなるような高額な

料金を設定してはならないものであること。 

イ 明細書の記載内容、交付頻度、様式  

明細書については、一部負担金等の費用の算定の基礎となった

項目ごとに明細が記載されているものとし、具体的には、療養費の

算定項目が分かるものであること。 

また、明細書は、患者から一部負担金等の費用の支払いを受ける

ごとに交付することが原則であること。ただし、患者の求めに応じ

て１ヶ月単位でまとめて交付することも差し支えないこととし、
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位でまとめて交付することも差し支えないこととし、この場合は、

施術日ごとの明細が記載されている明細書（施術日ごとの療養費の

算定項目が分かるもの）である必要があること。 

なお、明細書の様式は、一部負担金等の費用の支払いを受けるご

とに交付する場合は別紙様式２又は別紙様式３を標準とし、患者の

求めに応じて１ヶ月単位でまとめて交付する場合は別紙様式４を

標準とするものである。また、患者の求めにより明細書を 1ヶ月単

位でまとめて交付することの確認は、別紙様式５により行うこと。

この場合において、当該様式を画面上に表示し、患者に当該画面上

において署名を求めた上で、電磁的記録により保存することも差し

支えないこととする。 

このほか、療養費の支給申請書の様式を活用し、明細書としての

発行年月日等の必要な情報を付した上で交付した場合、レセプトコ

ンピュータを使用せず、明細書をレジスターで印刷して、明細書と

して必要な情報を手書きで記入した上で交付した場合、明細書の様

式をあらかじめ印刷しておき、金額等を手書きで記入した上で交付

した場合、明細書の様式をパソコン等であらかじめ作成しておき、

金額等を入力して印刷した上で交付した場合にも、明細書が交付さ

れたものとして取り扱うものとする。 

ウ 施術所内の掲示 

患者への周知やプライバシーへの配慮の観点から、希望する患者

には明細書を交付する旨（明細書交付の手続き、費用徴収の有無、

費用徴収を行う場合の金額等を含む。）を施術所内に掲示する等に

より明示すること。施術所内の掲示は別紙様式７を参考とするこ

と。 

   エ・オ （略） 

 

３・４ （略） 

 

 

この場合は、施術日ごとの明細が記載されている明細書（施術日ご

との療養費の算定項目が分かるもの）である必要があること。 

 

なお、明細書の様式は、一部負担金等の費用の支払いを受けるご

とに交付する場合は別紙様式２又は別紙様式３を標準とし、患者

の求めに応じて１ヶ月単位でまとめて交付する場合は別紙様式４

を標準とするものである。 

 

 

 

 

このほか、療養費の支給申請書の様式を活用し、明細書としての

発行年月日等の必要な情報を付した上で交付した場合、レセプト

コンピュータを使用せず、明細書をレジスターで印刷して、明細書

として必要な情報を手書きで記入した上で交付した場合、明細書

の様式をあらかじめ印刷しておき、金額等を手書きで記入した上

で交付した場合、明細書の様式をパソコン等であらかじめ作成し

ておき、金額等を入力して印刷した上で交付した場合にも、明細書

が交付されたものとして取り扱うものとする。 

ウ 施術所内の掲示 

患者への周知やプライバシーへの配慮の観点から、希望する患

者には明細書を交付する旨（明細書交付の手続き、費用徴収の有無、

費用徴収を行う場合の金額等を含む。）を施術所内に掲示する等に

より明示すること。施術所内の掲示は別紙様式６を参考とするこ

と。 

   エ・オ （略） 

 

３・４ （略） 
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（別紙様式１）（略） 

 

（別紙様式１）（略） 

 

 
 

 

 

 

明細書 

 

              様 

 

保

険

分 

＜初検料・再検料等＞  

初検料 円 

初検時相談支援料 円 

再検料 円 

＜施術情報提供料＞ 円 

＜往療料＞ 円 

＜施術料等＞  

 整復・固定・施療料 円 

 後療料 円 

 温罨法料 円 

 冷罨法料 円 

 電療料 円 

金属副子等加算 円 

 柔道整復運動後療料 円 

＜明細書発行体制加算＞ 円 

＜その他＞ 円 

計 円 

① 一部負担金 円 

② 保 険 外 円 

合計金額（①＋②） 円 

 

令和   年   月   日 

 

住 所      

氏 名            

（負傷カ所） 

  カ所 

（別紙様式２） 
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領収証兼明細書 

 

              様 

 

保

険

分 

＜初検料・再検料等＞  

初検料 円 

初検時相談支援料 円 

再検料 円 

＜施術情報提供料＞ 円 

＜往療料＞ 円 

＜施術料等＞  

 整復・固定・施療料 円 

 後療料 円 

 温罨法料 円 

 冷罨法料 円 

 電療料 円 

金属副子等加算 円 

 柔道整復運動後療料 円 

＜明細書発行体制加算＞ 円 

＜その他＞ 円 

計 円 

① 一部負担金 円 

② 保 険 外 円 

合計金額（①＋②） 円 

 

令和   年   月   日 

 

住 所      

氏 名             

（負傷カ所） 

  カ所 

（別紙様式３） 
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（新設） 
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